
久喜市スポーツ推進計画の概要について 

 

１ スポーツ推進計画の概要 

  久喜市スポーツ推進計画は、スポーツ基本法第１０条にいう「地方スポーツ

推進計画」に相当するものとして策定するものです。 

  地方スポーツ推進計画は、国が策定するスポーツ基本計画を参酌して策定

される、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画をいい、都道府

県及び市区町村が定めるよう努めるものとされています（スポーツ基本法第

１０条第１項）。 

   

２ 久喜市スポーツ推進計画の趣旨 

  久喜市スポーツ推進計画は、本市がスポーツを推進するための基本的な方

向性を定める計画として策定するものです（久喜市スポーツ推進計画 P2）。 

   

３ 久喜市スポーツ推進計画の位置づけ 

  久喜市スポーツ推進計画は、 

 ① 第２期スポーツ基本計画  （国策定、計画期間平成２９年～令和３年） 

 ② 第２期埼玉県スポーツ推進計画（埼玉県策定、計画期間平成３０年～令和４年） 

 ③ 久喜市総合振興計画 

 ④ 久喜市教育基本計画 

 ⑤ その他の各分野における久喜市の基本計画 

  これらの計画と整合性を図りながら策定します。 

 

４ 久喜市スポーツ推進計画における「スポーツ」の意義 

（１）「スポーツ」という語の概念 

   スポーツ基本法はその前文第２段において、「スポーツ」について、 

  「 ① 心身の健全な発達 

    ② 健康及び体力の保持増進 

    ③ 精神的な充足感の獲得 

    ④ 自立心その他の精神の涵養 

   等のために個人または集団で行われる運動競技その他の身体活動」 

と定義しています。 

 この考え方を踏まえ、久喜市スポーツ推進計画においては、 

  ① 競技としてのスポーツ          はもちろん、 

  ② 体力づくりや健康の保持増進のために行う運動、 

  ③ 趣味や交流のために気軽に身体を動かすこと、 

  ④ レクリエーション活動、 

  ⑤ 日常の生活や仕事・家事の合間の簡単な運動 

  も「スポーツ」として幅広く捉え、対象とします。 
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（２）「スポーツとのかかわり方」の概念 

   スポーツには、実際にスポーツを行うことで得られる健康や体力増進の

他、スポーツを観戦したりボランティア等としてかかわることを通じて得

られる楽しさや喜び、また人とつながることのできる力があります。できる

だけ多くの市民がこれらのスポーツの持つ価値を享受し、久喜市に住むこ

とでスポーツを通じて潤いのある人生を送ることができるよう、久喜市ス

ポーツ振興計画では、 

   ① 「する」スポーツ  のほか、 

   ② 「みる」スポーツ 

   ③ 「ささえる」スポーツ 

  といったかかわり方についても、取り上げていきます。 

 

５ 計画策定の流れ 

 

アンケート調査の実施            （令和３年１～２月） 

 

アンケート調査の集計分析、前期評価     （実施中） 

 

久喜市スポーツ推進審議会へ諮問       （本日） 

 

本文素案の検討                

 

久喜市スポーツ推進審議会で審議       （令和３年７～１０月） 

 

パブリックコメントの実施          （令和３年１１～１２月） 

  

久喜市スポーツ推進審議会から答申      （令和４年１月） 

 

市長決裁 

 

策定                    （令和４年３月） 

 

６ 第２期久喜市スポーツ推進計画の計画期間 

  令和４年度～令和８年度（５年間） 

 

 

 

 


